
海老名市教育委員会

（平成29年 ３月 定例会議事日程）

日時 平成29年３月10日(金)

午後２時00分

場所 海老名市役所701会議室

教育長報告

日程第 １ 報告第 3 号

日程第 ２ 報告第 4 号

日程第 ３ 議案第 9 号

日程第 ４ 議案第 10 号

日程第 ５ 議案第 11 号

日程第 ６ 議案第 12 号

日程第 ７ 議案第 13 号

日程第 ８ 議案第 14 号

日程第 ９ 議案第 15 号

日程第 10 議案第 16 号

海老名市教育委員会における障がいを理由とする差別の解
消の推進に関する職員の対応について

平成29年度ひびきあう教育推進事業費の各校の配分額につ
いて（非公開事件）

県費負担教職員の人事異動について（非公開事件）

就学援助制度関係要綱等の廃止及び制定について（非公開
事件）

平成29年度海老名市教育委員会非常勤特別職の委嘱等につ
いて（非公開事件）

海老名市立今泉小学校・有馬小学校・有馬中学校及び柏ケ
谷小学校用地の一部所管替えについて

平成28年度社会教育委員会議の結果について

第三次海老名市子ども読書推進計画について

海老名市学校施設再整備計画策定検討委員会条例の制定に
関する「意見の申し出」について

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する
規則の一部改正について





海老名市教育委員会

平成２９年３月定例会

◇教育長報告

１ 主な事業報告

   ２月１０日（金） 図書館指定管理者面談 

            社会教育委員会議 

            教育委員会２月定例会 

     １１日（土） 教育長と語る会（学童保育関係者）

            ＰＴＡ活動研究集会・情報交換会

   １２日（日） 海老名中学校区小中一貫教育説明会

１３日（月） よりよい授業づくり学校訪問（海老名中）

     １４日（火） 校長との連絡会

            新採用教員終了時研修会

     １５日（水） 週部会

            ロボットリテラシー出前授業（大谷小）

            教育支援委員会

     １６日（木） 最高経営会議

     １７日（金） 校長会への学校予算要望回答

            社会教育委員会議

     ２０日（月） 教育委員図書館視察（多賀城市）

     ２１日（火） 教育委員図書館視察（水戸市）

     ２２日（水） えびなっ子しあわせプラン推進会議

     ２３日（木） 週部会

            社会教育指導員選考委員会

            市長定例記者会見

     ２４日（金） 市議会第１回定例会本会議（開会）

     ２６日（土） 大谷中学校区小中一貫教育説明会 

     ２７日（月） 模擬選挙出前授業（柏ケ谷中） 

            京都府南丹広域振興局来庁 

若者支援室相談報告 

     ２８日（火） 代表質疑市長ヒアリング 
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   ３月 １日（水） 週部会 

            海老名高校卒業式 

            ３月校長会議 

      ２日（木） 市議会第１回定例会本会議（代表質疑）

            海老名市英語教育推進協議会 

      ３日（金） 中央農業高校卒業式 

３月教頭会議 

      ４日（土） 海西中学校区小中一貫教育説明会 

      ５日（日） 新入学児童運動能力測定 

柏ケ谷中学校区小中一貫教育説明会 

            地芝居２０１７ 

６日（月） 一般質問市長ヒアリング 

            教育課題研究会 

      ８日（水） 週部会 

      ９日（木） 文教社会常任委員会 

     １０日（金） 海老名市立中学校卒業式 

            教育委員会３月定例会 

２ 教育長職務代理者について

  教育長職務代理者については、教育委員会制度の法改正により、平成

２７年度より、私が指名することとなっています。

  私としては、教育委員に年度ごとの輪番制で行っていただきたいと

いう考えで、今年度は、平井照江委員を指名しました。

  平成２９年度については、岡部二九雄委員にお願いしたいと考えてい

ますので、よろしくお願いします。

なお、平成３０年度は海野惠子委員に、平成３１年度は松樹俊弘委員

にお願いする予定です。

 平成２９年度海老名市教育委員会教育長職務代理者として、

岡部二九雄委員を指名します。

                      以上でございます。 



平成29年３月10日提出

報告理由

社会教育法第17条第２項の規定に基づき、平成28年度に開催された社会
教育委員会議の内容について報告したいため

報 告 第 3 号

平成28年度社会教育委員会議の結果について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　平成28年度社会教育委員会議の結果について、社会教育法（昭和24年法律第

207号）第17条第２項の規定により報告する。
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平成２８年度 海老名市社会教育委員会議 

１ 開催概要 ※○印は、図書館に特化して開催。 

第１回 平成２８年 ６月１０日（金）１４：００～１６：１５ 市役所 704 会議室 

協議 ①平成 28 年度社会教育関係事業計画について 

②海老名市立図書館について（平成 28 年度事業計画等） 

③学校・地域ネットワークづくり運営委員会委員の選出について 

報告 ④社会教育計画について 

       ⑤コミュニティ・スクールについて 

第２回 平成２８年１０月１１日（火）１０：００～１２：１５ 市役所 401 会議室 

 協議 ①社会教育関係団体への補助について 

報告 ②文化スポーツ事業について   

③文化財事業について 

④学び支援関係事業について 

⑤図書館について（上半期の事業実施報告） 

○第３回 平成２９年 １月１３日（金）１０：００～１２：００ 

海老名市立中央図書館及び文化会館 353 多目的室 

・中央図書館視察及び管理運営について 

○第４回 平成２９年 １月１７日（火）１０：００～１２：００ 

海老名市立有馬図書館及び門沢橋小学校図書室 

・有馬図書館、門沢橋小学校図書室視察及び管理運営について 

○第５回 平成２９年 ２月１０日（金）１０：００～１２：００ 市役所 701 会議室 

①第三次海老名市子ども読書活動推進計画について 

②海老名市立図書館アンケート結果の分析について 

  第６回 平成２９年 ２月１７日（金）１４：００～１６：００ 市役所 703 会議室 

協議 ①第三次海老名市子ども読書活動推進計画について 

②平成 29 年度社会教育関係団体への補助事業 

   報告 ③文化スポーツ事業報告 

④文化財事業報告 

⑤学び支援関係事業報告 

２ 委員 

１０名、任期：１年（平成２８年６月１日～平成２９年５月３１日） 

・学校教育関係者…２名            

・社会教育関係者…４名 

・家庭教育の向上に資する活動を行う者…１名  

・学識経験者…３名 

平成 29年３月 10日（金）
定例教育委員会資料

学び支援課
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平成29年３月10日提出

報告理由

学校施設再整備計画策定検討委員会条例の制定について、教育長が代理
して、意見を申し出たため

報 告 第 4 号

海老名市学校施設再整備計画策定検討委員会条例の制定に関
する「意見の申し出」について

海老名市学校施設再整備計画策定検討委員会条例の制定について、海老名市

教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２

号）第３条第１項の規定により臨時に代理し、別紙のとおり意見を申し出たの

で、同条第２項の規定により報告する。

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康
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条例の制定に関する「意見の申し出」について

1 意見を求められた条例

海老名市学校施設再整備計画策定検討委員会条例

2 制定理由

3 海老名市長からの文書

別紙（写）のとおり

4 海老名市長への申し出文書

5 教育長が臨時代理をした理由

　文書法制課より、教育委員会からの意見の申し出を受けてから、「海老名市
学校施設再整備計画策定検討委員会条例」の制定の起案をするため、議会日程
から逆算すると、至急に回答願いたいとのこと。
　議会の議決を経るべき案についての意見の申出に関することは、教育委員会
が決定する事項の一つだが、条例の制定については２月６日開催の教育委員会
臨時会で意思決定されていること、また、臨時教育委員会を開催する時間がな
いことから、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第
３条第１項の規定により教育長が臨時に代理して決定し、執行した。

別紙のとおり

平成29年３月10日

定例教育委員会資料

教育総務課

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、海老名市長から
意見を求められたが、急施を要したことにより、教育長が臨時に代理して意見を申し
出たため、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年
教委規則第２号）第３条第２項の規定により報告する。

　海老名市学校施設再整備計画策定検討委員会を設置し、海老名市学校施設再
整備計画の策定に係る必要な調査及び検討を行うため
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議 案 第 9 号

海老名市立今泉小学校・有馬小学校・有馬中学校及び柏ケ谷
小学校用地の一部所管替えについて

　別紙のとおり、海老名市立今泉小学校・有馬小学校・有馬中学校及び柏ケ

谷小学校用地の所管替えについて、議決を求める。

海老名市教育委員会

今泉小学校・有馬小学校・有馬中学校及び柏ケ谷小学校用地を所管替
えすることについて、教育委員会としての意思を決定したいため
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今泉小学校・有馬小学校・有馬中学校及び柏ケ谷小学校 

用地の一部所管替えについて 

１ 議案の趣旨 

今泉小学校・有馬小学校・有馬中学校の学校敷地で現況は道路と使用さ

れている箇所があったため、分筆をし、「公衆用道路」として登記簿の地目

変更を行いました（別添図面（１）～（３））。 

また、柏ケ谷小学校の学校敷地については、平成２１年度に学校敷地内

に市道が通っていたことから市道の付け替えが行われた際に飛び地となり、

急斜面で相模鉄道かしわ台駅と隣接していることから、学校用地として活

用はできない状態です（別添図面（４））。 

なお、学校施設台帳上の敷地は所管替えを行いたい部分は含まれており

ません。 

このようなことから、教育財産である今泉小学校ほか３校の学校用地の

一部を所管替えすることについて、教育委員会としての意思を決定したい

ものです。 

２ 所管替えについて 

（１）今泉小学校 

上今泉字沓形 1937 番 2 ほか７筆 

   所管替え先 道路管理課 

（２）有馬小学校 

   中河内字旭 1744 番 1 ほか９筆 

   所管替え先 道路管理課 

（３）有馬中学校 

   本郷字上谷津 4578 番 6 ほか 11 筆 

   所管替え先 道路管理課 

（４）柏ケ谷小学校 

   柏ケ谷字長ヲサ 1096 番 3 ほか１筆 

   所管替え先 施設管理課 

平成 29 年３月 10 日 

定例教育委員会資料 

教育総務課 

44





（１）今泉小学校

受水槽

体育館

1937-2

1938-2
1939-2

1940-3

1941-3

1967-3

1968-3

1969-2

凡例

所管替え部分
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（２）有馬小学校
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（３）有馬中学校
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（４）柏ケ谷小学校

1096-6

1096-3

凡例

所管替え部分

道路部分
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議案第 10 号

第三次海老名市子ども読書推進計画について

　別紙のとおり、第三次海老名市子ども読書推進計画の策定について、議決

を求める。

海老名市教育委員会

　第三次海老名市子ども読書推進計画を策定したいため
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第三次海老名市子ども読書活動推進計画（案）について 

１.目 的    子どもが読書に親しみやすい環境を整えることにより、海老名の 

将来を担う次代の人材を育成する一環として、家庭・地域・学校等で 

読書活動に取り組むことのできる読書環境づくりに努めるために、平 

成 19 年度に「海老名市子ども読書推進計画」を策定しました。 

その後、子どもの読書活動を取り巻く社会情勢や国の関連法整備

状況、教育諸施策の変化に合わせ、改訂をしながら継続して計画を立

てて推進しています。 

２.推進計画の位置づけ 

       「第三次海老名市子ども読書活動推進計画」は、「第二次海老名市子

ども読書活動推進計画」に引き続き、今後の施策の方向性と具体的な

取組を示すものとして策定します。 

３.期 間  この計画の期間は、平成 29 年度から平成 33 年度までの５年間とし

ます。   

４.冊 子    別冊参照 

「第二次海老名市子ども読書推進計画」を基にし、教育諸施策等をふ

まえ、加除修正をしました。なお、加除修正した箇所は、下線を引い

た部分です。 

３. 策定までの今後の予定 

 月 日 内 容 

1 ２月 ２日 校長会で提案 

2 ２月 17 日 社会教育委員会議（海老名市図書館協議会）で協議 

3 ２月 27 日 内容について最終協議 

4 ３月 10 日 定例教育委員会で承認   

5 ４月 17 日 学校図書館担当者会で説明 

平成 29年 3 月 6日

定例教育委員会資料

教育支援課指導係
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議案第 11 号

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規
則の一部改正について

海老名市教育委員会

　各課等の所掌事務の見直しに伴う所要の措置

　別紙のとおり、海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する

規則（昭和46年教委規則第１号）の一部を改正する規則について、議決を求

める。

51





海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部改正につ

いて 

１ 改正を要する規則 

  海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則 

２ 改正理由 

  各課等の事務分掌の見直し等に伴う所要の措置 

３ 改正内容 

  ※主な改正点 

   ①課及び係等の事務分掌の改正 

   ②附属機関の追加及び所管機関の変更 

  ※別紙改正文及び新旧対照表のとおり 

４ 施行期日 

  平成 29 年４月１日 

平成 29年３月 10日
定例教育委員会資料
教育総務課
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   海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を 

改正する規則 

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則（昭和46年教委規則

第１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１教育総務課の部総務係の項中「県費負担教職員」を「教職員」に改め、

同表就学支援課の部就学支援係の項中「県費負担教職員」を「教職員」に改め、同項

に次の１号を加える。 

（９）奨学金に関すること。 

別表第１就学支援課の部保健給食係の項に次の１号を加える。 

（５）保健・安全・食育の指導に関すること。 

別表第１教育支援課の部指導係の項中「及び同和教育」を削り、「体育・保健・

安全・食育の指導」を「学校ＩＣＴ」に改め、第８号を削り、第９号を第８号とし、

同表学び支援課の部学び支援係の項中第４号を第５号とし、第１号から第３号までを

１号ずつ繰り下げ、第２号の前に次の１号を加える。 

（１）社会教育委員の会議に関すること。 

別表第１学び支援課の部学び支援係の項に次の１号を加える。 

（６）奨学金返還支援業務に関すること。 

別表第１学び支援課の部若者支援室の項中「青少年施策」を「若者相談」に改め、

同項に次の２号を加える。 

（２）社会教育講座に関すること。 

（３）成人式に関すること。 

別表第２海老名市奨学生選考委員会の項中「教育支援課」を「就学支援課」に改

め、同表に次の２項を加える。 

海老名市いじめ いじめ防止等に関係する組織及び 教育支援課   
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問題対策連絡協

議会 

団体の連携を図ること。 

海老名市いじめ

対策調査会 

いじめにより重大事態が発生した

場合の調査を行うこと。 

教育支援課 

附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則（昭和46年10月１日教委規則第１号）新旧対照表                          

（傍線の部分は、改正部分） 

新（改正案） 旧（現行）

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則 

第１条から第３条まで 略 

 （課の事務分掌）  

第４条 前条に定める課の事務分掌は、別表第１のとおりとする。  

（附属機関）  

第５条 法令又は条例により設けられた附属機関は、別表第２のとおりとする。

第６条から第１２条まで略 

別表第１（第４条関係）

教育総務課 総務係 (１) 教育委員会の会議に関すること。

(２) 儀式、表彰及び渉外に関すること。

(３) 教育行政の企画調整及び相談に関するこ 

と。 

(４) 規則等の公布に関すること。

(５) 事務局、学校その他の教育機関の職員 

（ 教職員を除く。）の人事に関す 

ること。 

(６) 公印の管理に関すること。

(７) 部の庶務及び調整に関すること。

(８) 部内の事務分掌の調整に関すること。 

(９) 総合教育会議に関すること。 

施設係 (１) 教育施設の設置に関すること。

(２) 教育財産の管理に関すること。

(３) 学校施設の開放事業に関すること。 

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則 

第１条から第３条まで 略 

 （課の事務分掌）  

第４条 前条に定める課の事務分掌は、別表第１のとおりとする。  

（附属機関）  

第５条 法令又は条例により設けられた附属機関は、別表第２のとおりとする。

第６条から第１２条まで略 

別表第１（第４条関係） 

教育総務課 総務係 (１) 教育委員会の会議に関すること。

(２) 儀式、表彰及び渉外に関すること。

(３) 教育行政の企画調整及び相談に関するこ 

と。 

(４) 規則等の公布に関すること。

(５) 事務局、学校その他の教育機関の職員 

（県費負担教職員を除く。）の人事に関す 

ること。 

(６) 公印の管理に関すること。

(７) 部の庶務及び調整に関すること。

(８) 部内の事務分掌の調整に関すること。 

(９) 総合教育会議に関すること。 

施設係 (１) 教育施設の設置に関すること。

(２) 教育財産の管理に関すること。

(３) 学校施設の開放事業に関すること。 
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 文化財係 (１) 文化財の保存及び活用に関すること。 

(２) 史跡地の整備及び管理に関すること。 

(３) 郷土資料館に関すること。

(４) 郷土芸能及び郷土資料に関すること。 

(５) 市史編さんに関すること。

(６) 市史資料の調査及び収集に関すること。

(７) 歴史資料収蔵館に関すること。   

就学支援課 就学支援係 (１) 教職員の任免その他人事に関す 

  ること。                

(２) 教職員の栄典に関すること。 

(３) 児童生徒の就学、入学、転学及び退学に 

関すること。 

(４) 学校の組織編成に関すること。

(５) 児童生徒及び教職員の安全管理に関す 

ること。 

(６) 就学援助に関すること。

(７) 教職員の健康管理及び福利厚生に関す 

ること。

(８) 小中学校との連絡に関すること。 

(９) 奨学金に関すること。

保健給食係 (１) 児童生徒の健康管理に関すること。

(２) 学校給食の運営、管理に関すること。

(３) 食の創造館に関すること。

(４) 学校給食費の賦課及び徴収、収納管理、 

督促等に関すること。 

(５) 保健・安全・食育の指導に関すること。

 文化財係 (１) 文化財の保存及び活用に関すること。 

(２) 史跡地の整備及び管理に関すること。 

(３) 郷土資料館に関すること。

(４) 郷土芸能及び郷土資料に関すること。 

(５) 市史編さんに関すること。

(６) 市史資料の調査及び収集に関すること。

(７) 歴史資料収蔵館に関すること。   

就学支援課 就学支援係 (１) 県費負担教職員の任免その他人事に関す 

  ること。                

(２) 県費負担教職員の栄典に関すること。 

(３) 児童生徒の就学、入学、転学及び退学に 

関すること。

(４) 学校の組織編成に関すること。

(５) 児童生徒及び教職員の安全管理に関す 

ること。 

(６) 就学援助に関すること。

(７) 教職員の健康管理及び福利厚生に関す 

ること。

(８) 小中学校との連絡に関すること。  

保健給食係 (１) 児童生徒の健康管理に関すること。

(２) 学校給食の運営、管理に関すること。

(３) 食の創造館に関すること。

(４) 学校給食費の賦課及び徴収、収納管理、 

督促等に関すること。 
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教育支援課 指導係 (１) 教科、道徳、特別活動及び総合的な学 

習の時間等の指導助言に関すること。 

(２) 教科用図書その他教材及び教具の指導 

に関すること。

(３) 教育資料の整備及び活用に関すること。 

(４) 教職員の研修に関すること。

(５) 人権教育 に関すること。 

(６) 学校ＩＣＴに関すること。 

(７) 教育の調査、研究に関すること。

(８) その他の学校教育に関する専門的事項 

の指導に関すること。  

支援係 (１) 児童生徒指導に関すること。       

(２) 特別支援教育に関すること。

(３) 教育支援センターに関すること。 

学び支援課 学び支援係 (１) 社会教育委員の会議に関すること。

(２) 社会教育に関すること。  

(３) 社会教育関係団体（体育関係を除く。） 

の指導助言に関すること。

(４) 放課後児童健全育成に関すること。    

(５) 図書館に関すること。 

(６) 奨学金返還支援業務に関すること。

若者支援室 (１) 若者相談に関すること。  

(２) 社会教育講座に関すること。 

(３) 成人式に関すること。

教育支援課 指導係 (１) 教科、道徳、特別活動及び総合的な 

学習の時間等の指導助言に関すること。 

(２) 教科用図書その他教材及び教具の指導 

に関すること。

(３) 教育資料の整備及び活用に関すること。 

(４) 教職員の研修に関すること。

(５) 人権教育及び同和教育に関すること。 

(６) 体育・保健・安全・食育の指導に関す 

ること。

(７) 教育の調査、研究に関すること。

(８) 奨学金に関すること。

(９) その他の学校教育に関する専門的事項 

の指導に関すること。  

支援係 (１) 児童生徒指導に関すること。       

(２) 特別支援教育に関すること。

(３) 教育支援センターに関すること。 

学び支援課 学び支援係

(１) 社会教育に関すること。  

(２) 社会教育関係団体（体育関係を除く。） 

の指導助言に関すること。

(３) 放課後児童健全育成に関すること。    

(４) 図書館に関すること。        

若者支援室 (１) 青少年施策に関すること。  
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別表第２（第５条関係） 

名   称 主 な 所 掌 事 務 所管機関 

海老名市文化財 

保存整備委員会 

文化財の保存整備と活用に関する

事業の基本方針及び環境整備計画 

その他必要な事項に関し調査審議

を行うこと。 

教育総務課 

海老名市史編さん 

審議会 

市史編さん事業の基本方針及び事

業計画等の調査審議を行うこと。 

教育総務課 

海老名市奨学生選 

考委員会 

奨学生としての適否の審査を行う

こと。 

就学支援課

海老名市教育支援

センター運営協議

会 

教育支援センターの運営に関する

調査審議を行うこと。 

教育支援課 

海老名市いじめ問

題対策連絡協議会 

いじめの防止等に関係する組織及

び団体の連携を図ること。 

教育支援課 

海老名市いじめ対

策調査会 

いじめにより重大事態が発生した

場合の調査を行うこと。 

教育支援課 

別表第２（第５条関係） 

名   称 主 な 所 掌 事 務 所管機関 

海老名市文化財 

保存整備委員会 

文化財の保存整備と活用に関する

事業の基本方針及び環境整備計画 

その他必要な事項に関し調査審議

を行うこと。 

教育総務課 

海老名市史編さん 

審議会 

市史編さん事業の基本方針及び事

業計画等の調査審議を行うこと。 

教育総務課 

海老名市奨学生選 

考委員会 

奨学生としての適否の審査を行う

こと。 

教育支援課

海老名市教育支援

センター運営協議

会 

教育支援センターの運営に関する

調査審議を行うこと。 

教育支援課 
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議 案第 12 号

海老名市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消
の推進に関する職員の対応について

海老名市教育委員会

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応の方向性を
定めたいため

　海老名市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関す

る職員の対応について、議決を求める。
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海老名市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職

員の対応ついて 

１．理由

  平成 28 年４月１日に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以

下「障害者差別解消法」が施行されたことに伴い、市教育委員会の教職員の対応

について方向性を定めたいものです。

  また今後は、その方向性に基づき、障がい者の差別解消に係る、基本的な事項

を規定する、教職員向けの対応要領を、教育委員会として策定するとともに、合

理的配慮に向けての具体的事例等を示す留意事項を規定して、より一層の適切な

対応に努めていきたいものです。

障害者差別解消法で目指す社会（同法は、平成 25年６月 26日公布、28年４月１日施行）

◆ 「不当な差別的取扱い」の禁止 

 ⇒ 正当な理由なく、障がいのある人に対して、障がいを理由として差別する

ことを禁止 

◆ 合理的配慮の提供 

 ⇒ 障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対

応を必要しているとの意思が伝えられたとき、可能な範囲で対応すること。

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にの

っとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその

尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障

害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障

害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の

解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 

【参考】 

●国の動き 

障害者権利条約批准（H26.1）⇒障害者差別解消法に基づく、政府としての基本方針の策

定（H27.２.24）⇒文部科学省所管事業分野の対応指針の策定（H27.11.26）⇒文部科学省

職員のための対応要領の策定（H27.12.25）⇒障害者差別解消法施行（H28.4.1） 

●県の動き 

   県職員全体に係る要領を知事部局で策定、教育分野に携わる職員に係るものについては、

教育委員会人事企画課で策定（H28.4.1） 

 ●市長部局 

   管理職向けの研修を実施（H28.2.3）⇒職員向けの対応要領策定（H28.8.16）

平成 29 年３月 10 日 

定例教育委員会資料 

 教育支援課 支援係 
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海老名市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関 

する職員対応要領（案） 

（目的） 

第１条 この要領（以下「対応要領」という。）は、障害を理由とする差別 

の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。） 

第 10 条第１項の規定に基づき、法第６条第１項に規定する障害を理由 

とする差別の解消の推進に関する基本方針（平成 27 年２月 24 日閣議決 

定）に即して、法第７条に規定する事項に関し、海老名市教育委員会（以 

下「教育委員会」という。）に属する職員（海老名市立小中学校（以下 

「学校」という。）に属する職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」 

という。）が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 

（不当な差別的取扱いの禁止） 

第２条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい（身体障がい、 

知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その他の心身の機能の 

障がいをいう。以下同じ。）を理由として、障がい者（障がい及び社会 

的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状 

態にある者をいう。以下同じ。）でない者と不当な差別的取扱いをする 

ことにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。 

（合理的配慮の提供） 

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会 

的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、 

その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害す 

ることとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に 

応じて、社会的障壁の除去の実施に関し必要かつ合理的な配慮（以下「合 

理的配慮」という。）の提供をしなければならない。 

（留意事項） 
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第４条 職員は、前２条に規定する事項に関して、別に定める留意事項 

に留意しなければならない。 

（監督者の責務） 

第５条 職員のうち、課長相当職以上及び学校においては教頭職以上の地 

位にある者（以下、「監督者」という。）は、第２条及び第３条に規定 

する事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次に 

掲げる事項を実施しなければならない。 

（１） 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解

消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とす

る差別の解消に関する認識を深めさせること。 

（２） 障がい者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対す

る相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認するこ

と。 

（３） 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、

合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 

２ 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、 

迅速かつ適切に対処しなければならない。 

（懲戒処分等） 

第６条 職員は、正当な事由がないにもかかわらず、障がい者に対する差  

別的取扱いを繰り返した結果又は実施に伴う負担が過重でないにもか 

かわらず、障がい者に対して必要かつ合理的配慮の不提供を繰り返した 

結果、当該障がい者が著しい権利利益の侵害を受けたと認められる場合 

は、その態様等に応じて、懲戒処分等に付されることがあることに留意 

しなければならない。 

（相談体制の整備） 

第７条 職員による障がいを理由とする差別に関し、障がい者及びその家 
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族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、海老名市教育支 

援センター（以下「教育支援センター」という。）に相談窓口を置く。 

２ 前項の相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するととも 

に、対面のほか、電話、ファクシミリ及び電子メールに加え、障がい者 

が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な 

範囲で用意して対応しなければならない。 

 ３ 職員が事務又は事業を行うに当たり生ずる第２条及び第３条に規定 

する事項に関する疑義等に的確に対応するため、教育支援センターに相 

談窓口を置く。 

４ 第１項及び前項の相談窓口に寄せられた相談等は、教育部長に集約し、 

相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の 

相談等において活用する。 

５ 第１項及び第３項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努める。 

（研修・啓発） 

第８条 教育委員会において、障がいを理由とする差別の解消の推進を図 

るため、職員に対して、障がいの特性理解及び障がい者への適切な対 

応等を目的とした研修・啓発を行うものとする。 

２ 新たに職員となった者に対して障がいを理由とする差別の解消に関す 

る基本的な事項を理解させるため及び新たに監督者となった職員に対し 

て障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割を理解させる 

ため、それぞれの職員に対し、研修を実施する。 

３ 前項の研修に係る内容、回数等は、教育委員会が定める。 

附 則 

この対応要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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別紙

   海老名市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進

に関する職員対応要領に係る留意事項（案）

１ 作成の目的 

教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領第４条の規定に基づき、職員が留意する事項を定める。 

なお、本留意事項中に記載している内容は、それを実施しないことをも 

って障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律 

第 65 号。以下「法」という。）に必ずしも反すると判断されることはない 

が、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第４条の基本的な理念及び法 

の目的を踏まえた対応を図るものとする。 

２ 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応の基本的な考え方

  教育委員会は、すべての市民を対象に「しあわせをはぐくむ教育のまち

海老名」という「海老名市教育大綱」の理念に基づき、また、障がいの有

無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、認め合う共生社会の

実現に向けて、障がい者の自立及び社会参加を促進するため、障がい者の

活動を制限し、社会の参加を制約している社会的障壁（社会的障壁とは、

障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう

な社会における様々な事柄や物、制度、慣行、観念その他一切のものをい

う。）の除去に努めるものとする。

３ 不当な差別的取扱いの禁止（第２条関係）

（１）不当な差別的取扱いの基本的な考え方 

法は、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、

財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・
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時間帯などを制限する、障がい者でない者に対しては付さない条件を

付けることなどにより、障がい者の権利利益を侵害することを禁止し

ている。

ただし、障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必

要な特別な措置は、不当な差別的取扱いではない。従って、障がい者

を障がい者でない者と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措

置）、法に規定された障がい者に対する合理的配慮の提供による障が

い者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必

要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障がい者に障がいの状況等を

確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。

このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がい者

を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が

同じ障がい者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要

がある。

（２）正当な理由の判断の視点 

正当な理由に相当するのは、障がい者に対して、障がいを理由とし

て、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的

に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてや

むを得ないと言える場合である。職員は、正当な理由に相当するか否

かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどし

て法の趣旨を損なうことのないよう、個別の事案ごとに、障がい者、

第三者の権利利益（例：安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等）

及び教育委員会の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に

鑑み、具体的場面や状況に応じて、総合的・客観的に判断することが

必要である。

職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がい者及び必要
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に応じて障がい者の家族、支援者、介助者、法定代理人等、コミュニ

ケーションを支援する者にその理由を説明するものとし、理解を得る

よう努めること。

（３）不当な差別的取扱いの具体例 

  不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は以下のとおりである。な

お、３（２）で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否

かについては、個別の事案ごとに判断されることとなる。また、以

下に記載されている具体例については、正当な理由が存在しないこ

とを前提としていること、さらに、以下の具体例はあくまでも例示

であり、記載されているものだけに限らないことに留意する必要が

ある。なお、具体例は、施行後も必要に応じて見直しを行うものと

する。

（不当な差別的取扱いに当たり得る具体例）

○ 障がいがあることを理由に窓口対応を拒否する。

○ 障がいがあることを理由に対応の順序を後回しにする。

○ 障がいがあることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供、

情報提供等を拒む。

○ 障がいを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。

○ 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障がいを理由に、

来庁や来校の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に 

支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。

○ 障がいを理由に社会教育施設等やそれらのサービスの利用をさせない。

○ 障がいを理由に学校への入学、授業等への参加、式典参加を拒むことや、

これらを拒まない代わりとして正当な理由のない条件を付す。

○試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結

果を学習評価の対象から除外したり、評価において差を付けたりする。
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４ 合理的配慮の提供（第３条関係） 

（１）合理的配慮の基本的な考え方 

ア 障害者の権利に関する条約（以下「権利条約」という。）第２条にお

いて、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての

人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要

かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるも

のであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義

されている。

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対

し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がい者

から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権

利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施につい

て、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮は、障がい者が受

ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社会における様々な

障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の

考え方を踏まえたものであり、障がい者の権利利益を侵害することとな

らないよう、障がい者が個々の場面において必要としている社会的障壁

を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が

過重でないものである。

合理的配慮は、教育委員会の事務又は事業の目的・内容・機能に照ら

し、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障

がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのも

のであること、事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及

ばないことに留意する必要がある。

イ 合理的配慮は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的

場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障
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がい者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手

段及び方法について、「第６ 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要

素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解

を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。

さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて

変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障がい者の性

別、年齢、状態等に配慮するものとする。

なお、合理的配慮を必要とする障がい者が多数見込まれる場合、障が

い者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提

供とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期

的なコストの削減・効率化につなげること。

ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に

関する配慮を必要としている状況にあることを言語（手話を含む。）のほ

か、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、

触覚による意思伝達など、障がい者が他人とコミュニケーションを図る

際に必要な手段（通訳を介するものを含む。）により伝えられる。

また、障がい者からの意志表明のみではなく、知的障がいや精神障が

い（発達障がい、高次脳機能障がいを含む。）等により本人の意思表明が

困難な場合には、障がい者の家族、支援者、介助者、法定代理人等、コ

ミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。

なお、意思の表明が困難な障がい者が、家族、支援者、介助者、法定

代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、

当該障がい者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場

合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障がい者に対して適切と思われる配

慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努め

ること。

エ 合理的配慮は、障がい者等の利用を想定して、事前に行われる建築物
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のバリアフリー化、家族、支援者、介助者等の人的支援、情報アクセシ

ビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障がい者に対して、

その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面に

おける環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。

また、障がいの状態等が変化することもあるため、特に、障がい者との

関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、

見直しを行うことが重要である。

オ 教育委員会がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者に

委託等する場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずるこ

とにより障がい者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、対

応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めること。

（２）過重な負担の基本的な考え方 

  過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈

するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要

素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断するこ

とが必要である。職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障が

い者及び必要に応じて障がい者の家族、支援者、介助者、法定代理人等、

コミュニケーションを支援する者にその理由を説明し、理解を得るよう

努めること。

（要素等）

○ 事務又は事業への影響の程度（事務又は事業の目的、内容、機能を損なう

か否か）

○ 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）

○ 費用・負担の程度
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（３）合理的配慮の具体例 

４（１）で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて

異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、具体例としては、次のよ

うなものがある。

また、記載した具体例については、（２）で示した過重な負担が存在

しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であ

り、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する

必要がある。

なお、具体例は、施行後も必要に応じて見直しを行うものとする。

（合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例）

ア 主として物理的環境への配慮に関するもの

○ 管理する施設・敷地内において、車椅子利用者のためにキャスター上げ

等の補助をする、段差に携帯スロープを渡す、移動の支援等の補助や、

スロープがある移動経路を案内などする。

○ 配架棚の高いところに置かれた図書やパンフレット等を取って渡す。図

書やパンフレット等の位置を分かりやすく伝える。

○ 目的の場所までの案内をする場合は、障がい者の歩行速度に合わせた速

度で歩いたり、介助する位置（前後・左右・距離等）について、障がい

者の希望を聞いたりする。

○ 障がいの特性により、頻繁に離席の必要がある場合は、会場や教室の座席

位置を出入り口付近にする。

○ 疲労を感じやすい障がい者から別室での休憩の申し出があった場合は、

別室の確保が困難である場合に、当該障がい者に事情を説明し、対応窓

口の近くに長椅子を置くなど、臨時の休憩スペースを設ける。

○ 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障がい者に対し、職員

が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
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○ 災害や事故が発生した際に、施設内の放送で避難情報等の緊急情報を聞

くことが難しい聴覚障がい者に対し、電光掲示板、手書きボード等を用

いて、分かりやすく情報を伝え、避難場所を案内し誘導を図る。

○ 移動に困難のある児童・生徒の介助者のための駐車場を確保したり、通

常使用する教室をアクセスしやすい場所とする。

○ 聴覚過敏の児童・生徒のために教室の机・椅子の脚等に緩衝材を付けて

雑音を軽減する、視覚情報の処理が苦手な児童・生徒のために黒板周り

の掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室

環境を変更する。

イ 主として人的支援の配慮に関するもの

○ 家族、支援者、介助者等の教室への入室、授業や試験でのパソコン入力

支援、移動支援、校内での待機を許可する。

（合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例）

○ 学校、社会教育施設等において、筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点

字など多様なコミュニケーション手段や分かりやすい表現を使って説明

をするなどの意思疎通の配慮を行う。

○ 情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供（聞くことで内容

が理解できる説明・資料や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資

料、遠くのものや動きの速いものなど触ることができないものを確認で

きる模型や写真等の提供）、聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、

見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供（手の

ひらに文字を書いて伝える等）、知的障がいに配慮した情報の提供（伝え

る内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る、単語や文節の区切りに空

白を挟んで記述する「分かち書き」にする、なじみのない外来語は避け

る等）を行うこと。また、その際、使用している媒体によってページ番

号等が異なり得ることに留意して使用する。
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○ ホームページなどで情報発信する場合は、音声読み上げソフトや点訳等 

に対応できるよう、テキスト（html 形式等）での提供や、動画に字幕を 

付すなどアクセシビリティに配慮する。 

○ ホームページなどで動画を配信する場合は、できる限り字幕と手話通訳 

  者の映像を付与する。 

○ 駐車場等で通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。

○ 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりや

すい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合は、代読や代筆と言

った配慮を行う。

○ 比喩表現等が苦手な障がい者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを

用いずに具体的にわかりやすく説明する。

○ 障がい者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、

内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外

来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は 24 時間表記ではなく午前・午

後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡

す。

○ 教育委員会が設置する会議に所属する視覚障がいのある委員に会議資料

等を事前送付する場合は、読み上げソフトに対応できるよう電子データ

（テキスト形式）で提供する。

○ 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は

聴覚に障がいのある委員や知的障がいや精神障がい（発達障がい者、高

次脳機能障がい者を含む）等のある委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行

を心がけるなどの配慮を行う。

○ 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障がいの特性に合ったサポー

トを行うなど、可能な範囲での配慮を行う。

○ 知的障がい者、精神障がい者（発達障がい者、高次脳機能障がい者を含

む）等から発言等を求める場合は、時間に余裕を持つなどの対応を行う。
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○ 教育委員会が主催する全ての会議、セミナー等において一般の方が参 

加・傍聴できるものについては、手話通訳者や要約筆記者等を配置した 

り、点訳やルビ付き資料等を提供するよう努める。特に、広報等で手話 

通訳者等が設置される旨を掲載した場合には、参加者の中に対象となる 

障がい者が事前に確認できない場合も手話通訳者等の設置を行うよう努 

める。 

○ 通知等に記載する問い合わせ先に、電話番号だけでなく、ファクシミリ

番号等を記載する。

○ 言葉だけを聞いて理解することや意思疎通が困難な児童・生徒に対し、

絵や写真のカード、コミュニケーションボード、タブレット端末等のＩ

ＣＴ機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を「は

い」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思

を確認したり、本人の自己選択・自己決定を支援したりする。

○ 点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童・生徒のた

めに、授業で使用する教科書や資料、問題文を点訳又は拡大したものや

テキストデータを事前に渡したり、読みやすい形式に変換したりする時

間を与える。

（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）

○ 障がい者の特性に応じて、順番を待つことが困難な障がい者に対し、周

囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。

○ 障がい者が立って列に並んで順番を待っている際に、周囲の者の理解を得

た上で、当該障がい者及び介助者等と相談の上、順番が来るまで別室や席

を用意する。

○ スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン、手話

通訳者、黒板等に近い席を確保する。また、スクリーンの配置については

出席者の状況に十分配慮する。

○ 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
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○ 教育委員会が管理する施設の敷地内の駐車場等において、障がい者の

来庁が多数見込まれる場合は、通常、障がい者専用とされていない区画

を障がい者専用の区画に変更する。

○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意の発声

等がある場合は、緊張を緩和するため、当該障がい者及び介助者等と相 

談の上、障がいの特性や施設の状況に応じて別室を準備する。

○ 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得ら

れることを前提に、障がいのある委員の理解を援助する者、介助者等の

同席を認める。

○ 社会教育施設等において、移動に困難のある障がい者を早めに入場させ

席に誘導したり、車椅子を使用する障がい者の希望に応じて、安全の確保

をした上で、決められた車椅子用以外の客席も使用できるようにしたりす

る。

○ 定期試験において、本人・保護者の希望、障がいの状況等を踏まえ、別

室での対応、試験時間の時間延長、拡大文字、音声読み上げ機能の使用等

を許可する。

○ 聞こえにくさのある児童・生徒に対し、外国語のリスニングの際に、音

質・音量を調整したり、文字による代替問題を用意したりする。

○ 障がいにより学習内容の習得が困難な児童・生徒に対し、障がいの状態

や教育的ニーズに応じて、分かりやすい教材を用意する。

○ 肢体不自由のある児童・生徒に対し、体育の授業の際に、上・下肢の機

能に応じてボール運動におけるボールの大きさや投げる距離を変えたり、

走運動における走る距離を短くしたり、スポーツ用車椅子の使用を許可し

たりする。

○ 日常的に医療ケア等を要する児童・生徒に対し、本人が対応可能な場合

もあることなどを含め、配慮を要する程度には個人差があることに留意し

て、医療機関や本人が日常的支援を受けている介助者等と連携を図り、
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個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し、過剰に活動の制限等をしないよ

うにする。

○ 慢性的な病気等のために他の児童・生徒と同じように運動ができない児

童・生徒に対し、運動量を軽減したり、代替できる運動を用意したりす

るなど、病気等の特性を理解し、過度に予防又は排除をすることなく、参

加するための工夫をする。

○ 治療等のため学習できない期間が生じる児童・生徒に対し、補講を行う

など、学習機会を確保する方法を工夫する。

○ 読み・書き等に困難のある児童・生徒のために、授業や試験でのタブレ

ット端末等のＩＣＴ機器使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問による

学習評価を行ったりする。

○ 発達障がい等のため、人前での発表が困難な児童・生徒に対し、代替措

置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったり

する。

○ 学校生活全般において、適切な対人関係の形式に困難がある児童・生徒

のために、能動的な学習活動などにおいてグループを編成する時には、事

前に伝えたり、場合によっては本人の意向を確認したりする。また、心理

面で配慮を要する児童・生徒のために、話し合いや発表などの場面におい

て、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を

十分に確保したり個別に対応したりする。

○ 理科の実験などでグループワークができない児童・生徒や、実験の手順

や試薬を混同するなど、作業が危険な児童・生徒に対し、個別の実験時

間や実習課題を設定したり、個別のティーチング・アシスタント等を付

けたりする。

５ 学校における相談体制の整備（第７条関係） 

  各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確
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立し、障がいのあるなしにかかわらず、すべての児童・生徒等を対象とし、

実態把握や支援方策の検討等を行う。

  校長は、支援教育の実施の責任者として、自らが支援教育や障がいに関

する認識を深めるとともに、リーダーシップを発揮しつつ、相談体制を整

備し、組織として十分に機能するよう職員を指導することが重要である。

  相談体制は、校長、教頭、教務主任、教育相談コーディネーター、児童・

生徒指導担当教員、特別支援学級・通級による指導担当教員、養護教諭、

対象の児童・生徒の学級担任、学年グループのリーダー、その他必要と認

められる者で構成し、必要に応じて福祉・医療等の関係機関と連携する。

  相談体制を構成する者が、児童・生徒等からの相談及び現に社会的障壁

の除去を必要としている旨の意思の表明について、校長のリーダーシップ

の下、合意形成に向けた検討を組織的に行う。学校と本人・保護者との対

話による合意形成が困難である場合には、教育委員会が、法的知見を有す

る専門家等の助言を得るなどしつつ、法の趣旨に即して適切に対応するこ

とが必要である。
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海老名市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の策定に向けて

日 曜 11月 日 曜 12月 日 曜 １月 日 曜 ２月 日 曜 ３月
1 火 1 木 校長会 1 日 元日 1 水 対応要領作成 1 水 校長会（報告）
2 水 2 金 対応要領（案）作成 2 月 振替休日 2 木 校長会 2 木
3 木 文化の日 3 土 3 火 3 金 3 金 教頭会

4 金 4 日 4 水
障がい者団体・特別
支援学級担当者へ
のヒアリング

4 土 4 土

5 土 5 月 5 木 5 日 5 日
6 日 6 火 6 金 6 月 6 月
7 月 7 水 7 土 7 火 7 火
8 火 8 木 教頭会 8 日 8 水 8 水
9 水 対応要領（案）作成 9 金 9 月 成人の日 9 木 教頭会 9 木
10 木 10 土 10 火 10 金 定例教育委員会 10 金 定例教育委員会（審議）
11 金 11 日 11 水 校長会 11 土 建国記念の日 11 土
12 土 12 月 12 木 12 日 12 日
13 日 13 火 13 金 13 月 13 月
14 月 14 水 14 土 14 火 校長連絡会 14 火
15 火 15 木 15 日 15 水 15 水
16 水 16 金 16 月 16 木 16 木
17 木 17 土 17 火 17 金 17 金
18 金 定例教育委員会 18 日 18 水 18 土 18 土
19 土 19 月 19 木 教頭会 19 日 19 日
20 日 20 火 定例教育委員会 20 金 定例教育委員会 20 月 20 月 春分の日
21 月 21 水 21 土 21 火 21 火
22 火 22 木 22 日 22 水 22 水
23 水 勤労感謝の日 23 金 天皇誕生日 23 月 23 木 23 木
24 木 24 土 24 火 24 金 24 金
25 金 25 日 25 水 25 土 25 土
26 土 26 月 26 木 26 日 26 日
27 日 27 火 27 金 27 月 27 月
28 月 28 水 28 土 28 火 28 火
29 火 29 木 29 日 29 水
30 水 30 金 30 月 30 木

31 土 31 火 31 金

7
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議案第 13 号

県費負担教職員の人事異動について（非公開事件）

　県費負担教職員の人事異動について、別紙のとおり発令したいので、議決

を求める。

海老名市教育委員会

県費負担教職員、管理職の定年退職及び人事異動に伴う後任者の推薦
並びに人事の刷新を図りたいため
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議案第 14 号

平成29年度海老名市教育委員会非常勤特別職の委嘱等につい
て（非公開事件）

　海老名市教育委員会に係る非常勤特別職について、別紙のとおり選任し委

嘱等したいので、議決を求める。

海老名市教育委員会

任期満了及び辞職する非常勤特別職の後任として、新たに委嘱したい
ため
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議案第 15 号

就学援助制度関係要綱等の廃止及び制定について（非公開事
件）

　別紙のとおり、就学援助制度関係要綱等の廃止及び制定について、議決を

求める。

海老名市教育委員会

　就学援助制度の見直しに伴い新たに要綱を作成したいため
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平成29年３月10日提出

教育長　伊 藤 文 康

提案理由

議案第 16 号

平成29年度ひびきあう教育推進事業費の各校の配分額につい
て（非公開事件）

　平成29年度ひびきあう教育推進事業費の各校の配分額について、議決を求

める。

海老名市教育委員会

平成29年度ひびきあう教育推進事業費の各小中学校の配分額を決定し
たいため
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